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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学部材の表面に沿って移動することにより異物を除去する異物除去部材と、
　前記光学部材より被写体側に配設されて撮影光路を開放、遮蔽するシャッタ羽根とを備
え、
　前記異物除去部材は前記シャッタ羽根とは独立して移動するものであって、前記異物除
去部材の移動軌跡と前記シャッタ羽根の移動軌跡とが光軸に垂直な同一平面上にあり、前
記シャッタ羽根が前記撮影光路を開放するときに、前記異物除去部材は前記光学部材の表
面に沿って移動することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　光学部材の表面に沿って移動することにより異物を除去する異物除去部材と、
　撮影時に撮影光路を遮蔽状態から開放状態に走行する第１のシャッタ羽根と、
　撮影時に前記撮影光路を開放状態から遮蔽状態に走行する第２のシャッタ羽根とを備え
、
　前記異物除去部材の移動軌跡と前記第１のシャッタ羽根の移動軌跡とが光軸に垂直な同
一平面上にあり、
　前記異物除去部材の移動軌跡と前記第２のシャッタ羽根の移動軌跡とが光軸に垂直な同
一平面上になく、
　前記第１のシャッタ羽根が前記撮影光路を開放状態とし、前記第１のシャッタ羽根が前
記撮影光路を遮蔽状態とするときに、前記異物除去部材は前記光学部材の表面に沿って移
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動することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　光学部材の表面に沿って移動することにより異物を除去する異物除去部材と、
　撮影時に撮影光路を遮蔽状態から開放状態に走行する第１のシャッタ羽根と、
　撮影時に前記撮影光路を開放状態から遮蔽状態に走行する第２のシャッタ羽根とを備え
、
　前記異物除去部材の移動軌跡と前記第１のシャッタ羽根の移動軌跡とが光軸に垂直な同
一平面上にあり、
　前記異物除去部材の移動軌跡と前記第２のシャッタ羽根の移動軌跡とが光軸に垂直な同
一平面上になく、
　前記第１のシャッタ羽根が前記撮影光路を開放状態とし、前記第１のシャッタ羽根が前
記撮影光路を開放状態とするときに、前記異物除去部材は前記光学部材の表面に沿って移
動することを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学部材の表面に付着した異物を除去する異物除去機構を備えたデジタルカ
メラ等の撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラ等の撮像素子を用いた撮像装置が普及しているが、特に一眼レフ
タイプのデジタルカメラにおいては、撮像素子やフィルタ類等の光学部材の表面に異物が
付着してしまい、撮影画像に異物の像が写りこんでしまうという問題が生じていた。この
異物は、レンズ交換時に外部から撮像開口に進入する塵埃や、クイックリターンミラーや
フォーカルプレンシャッタ等の機構部品の動作により発生する摩耗紛である。
【０００３】
　光学部材の表面にエアを吹きかけることで異物を除去できる場合もあるが、完全に異物
を除去することは難しく、そのような場合には、光学部材の表面を拭き、異物を除去する
作業が必要となる。しかしながら、光学部材の表面を手作業で拭くのでは、拭きむらが生
じたり、光学部材の表面に疵がついたりするおそれがあった。
【０００４】
　そこで、光学部材の表面に付着した異物を簡便に除去する装置がいくつか提案されてい
る。光学部材に振動を与え、表面に付着した異物を落下させる方式が提案されており、実
際にカメラにも搭載されるようになってきている。しかしながら、必要以上に振動を与え
ると、振動させている光学部材が割れてしまう等の不具合が生じるおそれがあり、与えら
れる振動には限界がある。そのため、付着力の大きい異物や粘着性のある異物については
振動式の異物除去装置では完全に除去できないという問題があった。
【０００５】
　光学部材の表面に付着した異物を除去する他の方式もいくつか提案されている。特許文
献１には、撮像素子面を露出させた状態とし、外部から異物吸着部材をカメラ撮像光路内
に進入させ、適切な接触圧で撮像素子面に吸着部材を接触させて異物を除去することが開
示されている。
【０００６】
　特許文献２には、モータ駆動により撮像素子表面上を接触させて走査するワイパ部材を
、カメラに内蔵することが開示されている。
【０００７】
　特許文献３には、撮像素子表面上を非接触状態で走査する部材を帯電させ、異物を静電
気力で撮像素子表面から除去することが開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２９２４０４号公報
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【特許文献２】特開２００１－２９８６４０号公報
【特許文献３】特開２００６－１１９４６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１に示される装置は、カメラ外部に取り付けて操作されるアクセサリ装置
であり、清掃する必要のあるときにレンズを取り外し、アクセサリ装置を取り付けなくて
はならず、作業が煩雑になり、撮影タイミングを逃してしまうという問題があった。
【００１０】
　上記特許文献２に示される装置は、カメラ内部にワイパ部材等を内蔵することで、任意
のタイミングで簡便に異物除去動作が可能となる。しかしながら、シャッタ羽根と撮像素
子の間にワイパ部材を配置するため、部品配置に制約が生じ、特にシャッタ羽根走行面が
撮像面から離れることでシャッタ効率が低下し、高速秒時持の動体停止能力が劣ってしま
うという問題があった。
【００１１】
　また、なるべくシャッタ効率が低下しないようにすると、ワイパ部材等を薄型化する必
要があり、強度や位置精度が劣ってしまうという問題を生じてしまう。特にワイパ部材が
薄い材料に限られてしまうと、弾性体であってもばね定数は大きくなり、一定の圧力を撮
像素子表面に加圧することが難しなる。ワイパ部材等の僅かな寸法精度誤差により圧力が
大きく変化してしまい、異物が除去できない状況や疵を付けてしまうことが懸念される。
【００１２】
　上記特許文献３に示される装置は、帯電部をシャッタ羽根と兼用することで、部品配置
の制約やシャッタ効率の低下は最小限に抑えることが可能となる。しかしながら、シャッ
タ羽根の慣性モーメントが増加することで高速秒時が達成できなくなり、また、耐久性で
劣ってしまうという問題が生じる。また、帯電部材を別に設け、シャッタ装置と撮像素子
の間に走査させようとすると、特許文献２と同様に、部品配置に制約が生じ、シャッタ羽
根走行面が撮像面から離れることでシャッタ効率が低下し、高速秒時持の動体停止能力が
劣ってしまうという問題が生じる。
【００１３】
　本発明は上記のような点に鑑みてなされたものであり、シャッタ性能や異物除去能力を
低下させることなく異物除去機構を設置することができるとともに、効率よく異物除去機
構を設置することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の撮像装置は、光学部材の表面に沿って移動することにより異物を除去する異物
除去部材と、前記光学部材より被写体側に配設されて撮影光路を開放、遮蔽するシャッタ
羽根とを備え、前記異物除去部材は前記シャッタ羽根とは独立して移動するものであって
、前記異物除去部材の移動軌跡と前記シャッタ羽根の移動軌跡とが光軸に垂直な同一平面
上にあり、前記シャッタ羽根が前記撮影光路を開放するときに、前記異物除去部材は前記
光学部材の表面に沿って移動することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、シャッタ性能や異物除去能力を低下させることなく異物除去機構を設
置することができるとともに、効率よく異物除去機構を設置することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
＜第１の実施形態＞
　図１（ａ）は、デジタル一眼レフカメラの内部構造の分解斜視図である。不図示のカメ
ラ本体内には、被写体側より、レンズを取り付けるマウント部を有するミラーボックス１
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０と、フォーカルプレンシャッタ式のシャッタユニット２０と、メインフレーム５０と、
異物除去機構を含む撮像素子ユニット１００とが配置される。図１（ｂ）は、これら構成
要素を組み立てた状態を示す斜視図である。
【００１７】
　図２（ａ）、図２（ｂ）は、それぞれ図１（ａ）、図１（ｂ）の状態を撮像素子側から
見た斜視図である。
【００１８】
（撮像素子ユニット１００）
　図３及び図４を参照して、撮像素子ユニット１００の構成及び動作について説明する。
図３は、撮像素子ユニット１００の分解斜視図である。図４は、撮像素子ユニット１００
を組み立てた状態を示す斜視図であり、（ａ）は異物除去部材が退避した状態を示し、（
ｂ）は異物除去部材がＬＰＦ１０４の下端に移動した状態を示す。
【００１９】
　ベース板１０２の背面側には撮像素子１０１が取り付けられ、被写体側となる表面側に
は後述する他の部品が組み付けられる。
【００２０】
　ベース板１０２の表面側において撮像素子１０１の一方の短辺側にはモータアングル１
０９が配置される。モータアングル１０９は撮像素子１０１の短辺（側辺）と平行に延伸
する形状を有し、駆動モータ１１０と、駆動モータ１１０の回転出力軸に固定されたリー
ドスクリュ１１１と、異物除去部材の移動をガイドするガイドバー１１２とが組み付けら
れる。
【００２１】
　また、ベース板１０２の表面側において撮像素子１０１の他方の短辺側にはガイドアン
グル１１３が配置される。すなわち、ガイドアングル１１３は撮像素子１０１を挟んでモ
ータアングル１０９と対向するように配置される。ガイドアングル１１３は撮像素子１０
１の短辺（側辺）と平行に延伸する形状を有し、ガイドバー１１４が組み付けられる。
【００２２】
　撮像素子１０１の前方には、ＬＰＦ枠１０３に嵌め込まれたローパスフィルタ（ＬＰＦ
）１０４が配設される。ＬＰＦ１０４は、不要な周波数成分等をカットすることで偽色や
モアレの発生を抑える役割を果たす光学部材である。ＬＰＦ１０４の左右に反射防止マス
ク（画枠マスク）１０５を位置決めした後、ＬＰＦ固定枠１０６をＬＰＦ枠１０３に固定
し、ＬＰＦ１０４を固定する。
【００２３】
　このようにＬＰＦ１０４を挟んで駆動部（モータアングル１０９等）及びガイド部（ガ
イドアングル１１３等）が配置される。駆動部（モータアングル１０９等）及びガイド部
（ガイドアングル１１３等）は異物除去部材（支持板１０８及び植毛部材１０７）を往復
移動させて、ＬＰＦ１０４の表面に付着した異物を除去する。
【００２４】
　具体的には、支持板１０８の一端が駆動ガイド１１５にネジで固定され、駆動ガイド１
１５がガイドバー１１２に沿って移動可能とされている。尚、ガイドバー１１２は、駆動
ガイド１１５を挿通させた後、モータアングル１０９に固定される。更に、駆動ガイド１
１５には駆動ラック１１６が固定され、駆動ラック１１６がリードスクリュ１１１に連結
する。駆動ラック１１６は、リードスクリュ１１１と同じネジ山のピッチを有する。
【００２５】
　また、支持板１０８の他端には平面板部及びＬ字状の曲げ部が隣接して設けられており
、ガイドバー１１４を挟み込むかたちでガイドバー１１４に係合する。
【００２６】
　駆動モータ１１０の回転力はリードスクリュ１１１から駆動ラック１１６に伝達され、
駆動ガイド１１５がガイドバー１１２に沿って移動し、異物除去部材を往復移動させるこ
とになる。
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【００２７】
　異物除去部材において、支持板１０８の中央部にはＬＰＦ１０４側から離れる方向に凹
む部位が形成される。ここでは、支持板１０８の中央部が一段下がるように曲げ加工され
た曲げ部が形成されており、そこに植毛部材１０７が接着固定される。支持板１０８に曲
げ部を設けて植毛部材１０７を設けるようにしたので、長い毛で構成された植毛紙やブラ
シ等を接着固定することができる。この構成により、異物除去動作時にＬＰＦ１０４の表
面への接触圧力の調整が容易になるという効果が得られる。つまり、毛を長くしたことで
弾性が低くなり、僅かな接触状態の変化でも圧力変動が少なく、部品形状のバラツキによ
り植毛部材１０７とＬＰＦ１０４の表面との間隔誤差が生じても異物除去能力のバラツキ
を少なくすることができる。また、毛が変形してＬＰＦ１０４の表面に接触するようにな
るので、接触面積が増え、異物除去能力が向上するという効果もあり、異物が粘着性のあ
る物質や液体であっても除去することも可能となる。
【００２８】
　このように支持板１０８に曲げ部を形成する分、その曲げ部がシャッタユニット２０側
に突出することになるが、後述するようにシャッタユニット２０と干渉しないように構成
されている。
【００２９】
　尚、支持板１０８は駆動ガイド１１５にネジで固定されているが、このネジを外し、支
持板１０８をガイドバー１１４を中心として回転させて立たせることにより、植毛部材１
０７の交換等を容易に行うことができる。
【００３０】
　ＬＰＦ１０４の端面のうち異物除去部材の走査方向にある上端面にはＬＰＦガイド１２
１が、下端面には異物捕獲部１２２が取り付けられている。
【００３１】
　ＬＰＦガイド１２１は異物除去部材の退避位置側に設けられ、植毛部材１０７がＬＰＦ
１０４の上端面に接触する際に削られてしまうのを防止するものである。ＬＰＦガイド１
２１は、ＬＰＦ１０４の表面と同一面に固定され、樹脂やゴム等の植毛部材１０７より柔
らかい材料で、植毛部材１０７との接触部はＲ形状とし接触の圧力や摩擦を緩和するよう
になっている。
【００３２】
　異物捕獲部１２２は、異物除去部材がＬＰＦ１０４の下端面付近に移動した際に、植毛
部材１０７から落下したり、植毛部材１０７に付着したりしている異物を捕獲するための
粘着性部材である。
【００３３】
　また、異物除去部材が退避位置からＬＰＦ１０４の表面上に移動する過程で植毛部材１
０７を清掃する回転除去部１１９を備える。回転除去部１１９は、ＬＰＦ固定枠１０６に
回転可能に軸支され、左右にばね１２０を有する。
【００３４】
　異物除去動作を開始して、異物除去部材が退避位置からＬＰＦ１０４の表面上に移動す
る際に、植毛部材１０７が回転除去部１１９に接触するが、この方向では回転除去部１１
９がＬＰＦ固定枠１０６の壁部に接触して回転不能となっている。したがって、異物除去
部材が移動する過程で回転除去部１１９が固定部材として存在することで、植毛部材１０
７に付着している異物をＬＰＦ１０４よりも上方に払い落とすことができる。
【００３５】
　一方、植毛部材１０７がＬＰＦ１０４の表面上から退避位置に退避する際に、植毛部材
１０７が回転除去部１１９に接触するが、この方向では回転除去部１１９が回転可能とな
っている。したがって、植毛部材１０７は回転除去部１１９をばね１２０の弾性力に抗し
て回転させることになる。すなわち、植毛部材１０７に付着している異物をそれほど払い
落とすことなく異物除去部材が退避位置に移動することになり、異物がＬＰＦ１０４の表
面に再付着するのを防止している。
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【００３６】
　ところで、植毛部材１０７をＬＰＦ１０４の表面に接触させながら移動させるときに、
植毛部材１０７の接触状態が適切でないと、異物除去が不十分な部分が生じたり、圧力が
掛かりすぎてＬＰＦ１０４の表面に疵をつけたりするという問題が生じる。そこで、異物
除去部材のＬＰＦ１０４の表面に対する走査高さを調整できるようにしている。具体的に
は、モータアングル１０９及びガイドアングル１１３を固定する際に、ベース板１０２と
の間に皿ばね１１７を介在させる。モータアングル１０９の高さや傾きを調整する皿ばね
１１７ａ、１１７ｂ、ガイドアングル１１３の高さや傾きを調整する皿ばね１１７ｃ、１
１７ｄを、それぞれのアングルを固定するネジと同軸上に配置する。これにより、各ネジ
の締め込み量を調整して、異物除去部材の走査範囲においてＬＰＦ１０４との接触状態が
一定になるように調整することが可能となる。
【００３７】
　モータアングル１０９の背面には２つのホトインタラプタ（ＰＩ）１１８が接着固定さ
れる。駆動ガイド１１５に設けられたＰＩ遮蔽部１１５ａがＰＩ１１８に挿入する関係に
することで、異物除去動作が完了したか否かを検知できるようになっている。
【００３８】
　次に、図５を参照して、異物除去動作について説明する。異物除去動作の開始前（図５
（ａ））、異物除去部材（支持板１０８及び植毛部材１０７）は退避位置にある。異物除
去動作を開始すると（図５（ｂ））、異物除去部材が退避位置から下方に移動し、植毛部
材１０７が回転除去部１１９に接触する。この方向では回転除去部１１９の回転が規制さ
れており、植毛部材１０７に付着している異物がＬＰＦ１０４よりも上方に払い落とされ
る。尚、植毛部材１０７が回転除去部１１９を通過するときに、植毛部材１０７から異物
を払い落とすだけでなく、毛の変形を防止する効果もある。
【００３９】
　異物除去部材が更に下方に移動し、ＬＰＦ１０４の上端面に設けられたＬＰＦガイド１
２１に除々に接触して、ＬＰＦ１０４の表面上に移動する。植毛部材１０７がＬＰＦ１０
４の表面に接触しながら移動することにより、ＬＰＦ１０４の表面に付着した異物を除去
する。異物除去部材がＬＰＦ１０４の下端に到達すると（図５（ｃ））、植毛部材１０７
が異物捕獲部１２２に接触し、植毛部材１０７に付着している異物が異物捕獲部１２２に
より捕獲される。ここでは、異物捕獲部１２２が粘着性部材であるので、植毛部材１０７
に付着した異物が吸着される。
【００４０】
　その後、モータ通電方向を逆にすることにより、異物除去部材が上方に移動し、植毛部
材１０７が回転除去部１１９に接触する（図５（ｄ））。この方向では回転除去部１１９
の回転が許容されており、植毛部材１０７は回転除去部１１９を回転させながら僅かな接
触力で回転除去部１１９を乗り越えて退避位置に復帰する。
【００４１】
（シャッタユニット２０）
　図６及び図７を参照して、シャッタユニット２０の構成及び動作について説明する。図
６は、シャッタユニット２０の分解斜視図である。図７は、シャッタユニット２０を組み
立てた状態を示す斜視図であり、（ａ）はシャッタユニット２０を被写体側から見た状態
を示し、（ｂ）は撮像面側から見た状態を示す。なお、シャッタユニット２０は撮影光路
中において、ＬＰＦ１０４より被写体側（マウント側）に配設されている。
【００４２】
　シャッタユニット２０は、先羽根群（先幕）３１及び後羽根群（後幕）３３の２組のシ
ャッタ羽根を備えている。先幕３１は、撮影前に撮影開口を遮蔽し、撮影開始信号により
撮影光路から退避する。尚、先幕３１が撮影光路から退避する移動方向は下方向となって
いる。後幕３３は、撮影開始前に撮影光路から退避しており、撮影開始信号により、先幕
走行から所定の時間の後、走行して撮影開口を遮蔽する。
【００４３】
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　これら２組の幕３１、３３は、シャッタプレート２１とカバー板３０との間に配置され
る。先幕３１がカバー板３０側に配置され、後幕３３がシャッタプレート２１側に配置さ
れ、中間板３２により互いに干渉しないように走行空間が仕切られている。シャッタプレ
ート２１、中間板３２、カバー板３０それぞれの略中央位置には撮影開口（撮影光路用の
開口）が形成されている。
【００４４】
　シャッタプレート２１にはシャッタ駆動部が設けられる。具体的には、先幕３１を駆動
するための先駆動レバー２２及び駆動源となる先駆動ばね２３、後幕３３を駆動するため
の後駆動レバー２４及び駆動源となる後駆動ばね２５、セットレバー２６を備える。セッ
トレバー２６は、先駆動レバー２２と後駆動レバー２４とを回転させてそれぞれの駆動ば
ね２３、２５チャージし、撮影開始前状態にセットするためのものである。シャッタ駆動
部の上方には、シャッタ駆動部を制御する制御部として、ヨークとコイルとから構成され
る先幕用電磁石２７及び後幕用電磁石２８と、コイルに通電するための配線基板２９とが
設置される。
【００４５】
　カバー板３０は先幕３１のＬＰＦ１０４側への作動範囲を規制する押え板として機能す
るものであり、撮影開口の上方に連続する開口部３０ａが形成されている。開口部３０ａ
は異物除去部材の退避位置となるものであり、異物除去部材が退避位置にあるときに支持
板１０８の曲げ部が収容される。また、図７（ｂ）に示すように、カバー板３０の撮像面
側では、撮影開口及び開口部３０ａまわりが薄肉部３０ｂとされており、この薄肉部３０
ｂにより形成される空間を異物除去部材（支持板１０８の曲げ部を除く）が移動する。尚
、開口部３０ａを更に上方に大きくし、カバー板３０の上部が切り離された状態（カバー
板３０の上部が完全に開放された状態）として、異物除去部材の退避スペースを広げるよ
うにしてもよい。
【００４６】
　次に、シャッタ動作について説明する。先駆動レバー２２及び後駆動レバー２４はそれ
ぞれ鉄片部を備え、撮影開始前状態ではヨークと鉄片部が接触している。撮影開始信号に
より先幕用及び後幕用の電磁石のコイルに通電されると、ヨークと鉄片部が吸着し、セッ
トレバー２６が退避した後も先幕３１及び後幕３３はセット状態に保持される。
【００４７】
　不図示の反射ミラーの退避やオートフォーカス制御、撮像素子１０１のリセット等が完
了し、撮影可能状態となった後、先幕用のコイル通電が絶たれると、先駆動ばね２３の駆
動力により先幕３１が走行する。そして、所定の時間の後、後幕用のコイル通電が絶たれ
ると、後駆動ばね２５の駆動力により後幕３３が走行し、露光動作が行われる。セットレ
バー２６を図示しないチャージレバーによりセットして先幕３１、後幕３３をそれぞれ撮
影開始前状態として一連の動作が完了する。
【００４８】
（カバー板３０と異物除去部材との位置関係）
　ここで、従来におけるカバー板と異物除去部材との位置関係と、本実施形態におけるカ
バー板と異物除去部材との位置関係との比較を行う。図１７は、従来技術による異物除去
機構まわりの構成を模式的に示す図である。尚、比較しやすいように、本実施形態で説明
した構成要素に対応するものには同一の符号を付して説明する。被写体側より、シャッタ
プレート２１、後幕３３、中間板３２、先幕３１、カバー板３０、異物除去部材（支持板
１０８及び植毛部材１０７）、ＬＰＦ１０４、撮像素子１０１等が配置されている。
【００４９】
　図１７（ａ）は異物除去部材が退避した状態を示し、異物除去部材はカバー板３０の背
面に退避している。図１７（ｂ）は異物除去動作中の状態を示し、異物除去部材がＬＰＦ
１０４の下端に達している。従来の構成においては、異物除去部材がカバー板３０とＬＰ
Ｆ１０４との隙間を移動するため、寸法に制限が生じ、植毛部材１０７の毛の長さを十分
に確保することができない。毛が短いことで剛性が上がり、ＬＰＦ１０４の表面に疵を付
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けてしまうおそれがある。また、走査全域で同じ接触状態とすることが難しく、異物の取
り残しも生じやすい。カバー板３０やＬＰＦ１０４を薄くする等してカバー板３０とＬＰ
Ｆ１０４との隙間を確保することも容易ではなく、シャッタ性能や光学性能に影響を及ぼ
すおそれもある。
【００５０】
　一方、図５に示したように、本実施形態でも、被写体側より、シャッタプレート２１、
後幕３３、中間板３２、先幕３１、カバー板３０、異物除去部材（支持板１０８及び植毛
部材１０７）、ＬＰＦ１０４、撮像素子１０１等が配置されている。
【００５１】
　ただし、図５（ａ）に示すように、異物除去部材が退避した状態で、異物除去部材の支
持板１０８の曲げ部がカバー板３０の開口部３０ａに収容され、異物除去部材の一部がカ
バー板３０の厚み内に収まっている。本実施形態では、支持板１０８の曲げ部の深さは、
カバー板３０の先幕３１側の面を超えて突出しない程度の深さとなっている。しかも、異
物除去部材の退避位置がカバー板３０の上方にあり、先幕３１の退避方向（下方向）とは
逆側にあるので、異物除去部材が先幕３１の動作に干渉することはない。また、後幕３３
は中間板３２よりも被写体側に配置されているので、異物除去部材が後幕３３の動作に干
渉することもなく、シャッタ動作には何ら支障がない。この構成においては、異物除去部
材用のスペースが従来よりも広くなり、植毛部材１０７の毛の長さを長くすることが可能
となる。尚、異物除去部材の退避位置では植毛部材１０７は他の部材と接触しておらず、
毛が変形するおそれはない。
【００５２】
　また、上述した異物除去動作の間、シャッタは動作が禁止されており、ユーザには異物
除去動作中であることを表示モニタ等に表示して通知する（本発明でいう通知手段による
処理例）。異物除去動作中は、シャッタユニット２０の先幕３１で撮影開口を覆ったまま
とし、外部からの異物の進入を防ぐようにする。
【００５３】
　図８には、異物除去動作（清掃動作）中に撮影指示があった場合の動作シーケンスを示
す。異物除去動作中において、ＰＩ１１８及びＰＩ遮蔽部１１５ａによるＰＩ信号等によ
り異物除去動作が完了したか否かを判定する（ステップＳ１０１）。異物除去動作が完了
していない状態でレリーズボタンが押下されると（ステップＳ１０２）、異物除去動作を
強制終了させるために、モータ通電を退避方向に切り替えて（ステップＳ１０３）、異物
除去部材を退避位置に退避させる。異物除去部材が退避したことを確認した後（ステップ
Ｓ１０４）、シャッタを撮影可能状態にセットする（ステップＳ１０５）。その際、通常
よりも高速に退避できるようにモータへの電圧を高くするようにすると、シャッタチャン
スを逃すことを防止することができる。
【００５４】
　尚、本実施形態では、本発明でいう光学部材としてＬＰＦ１０４の表面に付着した異物
を除去する構成を説明したが、他のフィルタ類や撮像素子１０１の表面（カバーガラスの
表面）に付着した異物を除去する構成としてもよい。
【００５５】
　また、本実施形態のシャッタ構成以外にも様々なタイプのフォーカルプレンシャッタが
あり、シャッタ構成は限定されるものではない。要は、ＬＰＦ１０４に近い側を走行する
シャッタ羽根の退避方向とは逆側に開口部３０ａを設け、異物除去部材の退避位置として
利用できるように構成すればよい。したがって、先幕・後幕の配置や走行方向にも限定さ
れることはなく、撮影開始前状態で撮影開口を開放して被写体像をモニタ表示できるよう
にしたノーマリオープンタイプのシャッタにも適用可能である。また、シャッタ羽根が１
組しかなく、撮像素子自体のシャッタ機能により露出制御し、露光完了時に撮影開口を遮
蔽して不要光をカットするタイプのシャッタにも適用可能である。
【００５６】
　以上述べたように、カバー板３０と異物除去部材の一部とを光軸Ｘ（図５を参照）に垂
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直な同一平面上に位置させることにより、コンパクト化を図るとともに、シャッタ性能や
異物除去能力を低下させることなく異物除去機構を設置することができる。
【００５７】
＜第２の実施形態＞
　図９及び図１０を参照して、第２の実施形態を説明する。以下では、上記第１の実施形
態と異なる点を中心に説明し、同一の構成及び動作の説明は省略する。第２の実施形態は
、上記第１の実施形態と異物除去部材の支持板１０８の曲げ部の形状及び植毛部材１０７
の形状が異なり、また、異物除去動作及びシャッタ動作シーケンスが異なる。
【００５８】
　異物除去部材において、支持板１０８の中央部にはＬＰＦ１０４側から離れる方向に一
段下がるように曲げ部が形成されるが、その深さが第１の実施形態よりも深くなっている
。その結果、図９に示すように、支持板１０８の曲げ部は、カバー板３０の先幕３１側の
面を超えて突出するようになっている。このように曲げ部を深くすることにより、植毛部
材１０７の毛の長さを更に長くすることができ、ＬＰＦ１０４への接触状態の調整が更に
容易となり、異物除去性能の向上及びＬＰＦ１０４への疵付き防止を図ることができる。
【００５９】
　上記第１の実施形態では、先幕３１の移動軌跡と異物除去部材の移動軌跡とは光軸に垂
直な同一平面上になかった。それに対して、本実施形態では、支持板１０８の曲げ部がカ
バー板３０の先幕３１側の面を超えて突出するため、先幕３１の移動軌跡と異物除去部材
の移動軌跡とが少なくとも一部においてオーバーラップする。つまり、カバー板３０と異
物除去部材の少なくとも一部が光軸に垂直な同一平面上にあることになる。
【００６０】
　次に、図９及び図１０を参照して、異物除去動作について説明する。異物除去動作を開
始すると、まず撮像面側に配置されている先幕３１を下方向に退避させ（ステップＳ２０
１）、後幕３３を展開させる（ステップＳ２０２）ことで撮影開口を遮蔽する。また、ユ
ーザに異物除去動作中である旨を通知するために表示モニタに表示を行う（ステップＳ２
０３）。このときの表示例を図１０に示す。この表示は異物除去動作の完了まで継続され
る（ステップＳ２０５）。
【００６１】
　次に、異物除去部材を退避位置から下方に移動させる（図９（ｂ））（ステップＳ２０
４）。異物除去部材は先幕３１の走行面を移動するが、先幕３１が既に退避させられてい
るので干渉することはない。尚、異物除去部材が退避位置から移動させ始めるタイミング
は、先幕３１を完全に撮影開口外へ退避させてからとする必要はなく、先幕３１の移動と
同時か、僅かに遅れるタイミングとしてもよい。
【００６２】
　植毛部材１０７に付着している異物が回転除去部１１９で払い落とされた後、植毛部材
１０７がＬＰＦ１０４の表面に接触しながら移動することにより、ＬＰＦ１０４の表面に
付着した異物を除去する。異物除去部材がＬＰＦ１０４の下端に到達すると（図９（ｃ）
）、植毛部材１０７が異物捕獲部１２２に接触し、植毛部材１０７に付着している異物が
異物捕獲部１２２により捕獲される。
【００６３】
　その後、モータ通電方向を逆にすることにより、異物除去部材が上方に移動し、植毛部
材１０７が回転除去部１１９に接触する（図９（ｄ））。この方向では回転除去部１１９
の回転が許容されており、植毛部材１０７は回転除去部１１９を回転させながら僅かな接
触力で回転除去部１１９を乗り越えて退避位置に復帰する（ステップＳ２０５）。
【００６４】
　続いて、先幕３１、後幕３３をセットし（ステップＳ２０６）、撮影可能状態としたと
ころで異物除去動作が完了する（ステップＳ２０７）。
【００６５】
　尚、第１の実施形態でも述べたように、異物除去動作中に撮影指示があった場合は、図
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８の動作シーケンスを実行することにより、迅速に撮影スタンバイ状態とすることができ
る。
【００６６】
　また、シャッタ羽根と異物除去部材との配置が上述のような関係になっているものであ
れば、先幕３１が撮像面側で、後幕３３が被写体側である必要はない。図９（ａ）の状態
がシャッタ動作完了直後の状態であり、撮像面側で撮影開口を覆っているのが後幕、被写
体側で上方に退避しているのが先幕としても成り立つ。この場合は、シャッタ羽根が下か
ら上に露光動作することとなるが、何ら問題はない。
【００６７】
＜第３の実施形態＞
　図１１及び図１２を参照して、第３の実施形態を説明する。以下では、上記第１、２の
実施形態と異なる点を中心に説明し、同一の構成及び動作の説明は省略する。第３の実施
形態は、上記第２の実施形態と異物除去動作及びシャッタ動作シーケンスが異なる。
【００６８】
　図１１及び図１２を参照して、異物除去動作について説明する。異物除去動作を開始す
ると、まず撮像面側に配置されている先幕３１を下方向に退避させ（ステップＳ３０１）
、撮影開口を開放する。反射ミラー等も退避させることで被写体像が撮像素子１０１に入
射するので、被写体像を表示モニタに表示する（ステップＳ３０２）。被写体像に重畳し
て異物除去動作中である旨を通知する表示を行い（ステップＳ３０３）、この状態のまま
異物除去部材を退避位置から下方に移動させる（図１１（ｂ））（ステップＳ３０４）。
異物除去動作中にも撮像素子１０１の画像が表示モニタに映し出され、異物除去部材がＬ
ＰＦ１０４の表面上を走査している様子を確認することができる。すなわち、被写体像と
、異物除去部材の様子と、異物除去動作中である旨の表示とが重ねて表示されている。こ
の表示は異物除去動作の完了まで継続される（ステップＳ３０５）。
【００６９】
　植毛部材１０７に付着している異物が回転除去部１１９で払い落とされた後、植毛部材
１０７がＬＰＦ１０４の表面に接触しながら移動することにより、ＬＰＦ１０４の表面に
付着した異物を除去する。異物除去部材がＬＰＦ１０４の下端に到達すると（図１１（ｃ
））、植毛部材１０７が異物捕獲部１２２に接触し、植毛部材１０７に付着している異物
が異物捕獲部１２２により捕獲される。
【００７０】
　その後、モータ通電方向を逆にすることにより、異物除去部材が上方に移動し、植毛部
材１０７が回転除去部１１９に接触する（図１１（ｄ））。この方向では回転除去部１１
９の回転が許容されており、植毛部材１０７は回転除去部１１９を回転させながら僅かな
接触力で回転除去部１１９を乗り越えて退避位置に復帰する（ステップＳ３０５）。
【００７１】
　続いて、先幕３１をセットし（ステップＳ３０６）、先幕３１で再び撮影開口を覆い、
撮影待機状態となったところで異物除去動作が完了した旨を表示モニタに表示する（ステ
ップＳ３０７）。
【００７２】
　尚、第１の実施形態でも述べたように、異物除去動作中に撮影指示があった場合は、図
８の動作シーケンスを実行することにより、迅速に撮影スタンバイ状態とすることができ
る。
【００７３】
　第１の実施形態で述べたタイプのシャッタユニットでは、撮影開口を開放するため、先
幕だけを走行させ、後幕を退避状態に保持するには、後幕用のコイルに通電を続ける必要
がある。他のシャッタ機構においては、無通電で後幕を保持できるものや、モータ等でダ
イレクトに羽根を駆動するものも知られており、これらのシャッタユニットを利用するこ
とで清掃動作中のシャッタへの通電を無くすこともできる。
【００７４】
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　また、ノーマリオープンタイプと称される、先幕及び後幕の両方を撮影開口外に退避し
たシャッタを用いた場合は、撮影開始前状態が図１１（ｂ）の状態になっており、被写体
像が常に撮像素子に入射していることとなる。このような場合には、異物除去部材が退避
した時に先幕で撮影開口を覆うことなく異物除去動作が完了した旨を表示モニタに表示す
ればよいことは言うまでもない。
【００７５】
＜第４の実施形態＞
　図１３を参照して、第４の実施形態を説明する。以下では、上記第１～３の実施形態と
異なる点を中心に説明し、同一の構成及び動作の説明は省略する。第４の実施形態は、上
記第３の実施形態とシャッタ羽根の構成が異なる。
【００７６】
　図１３に示すように、シャッタプレート２１とカバー板３０との間には１組のシャッタ
羽根４４しか存在せず、露光量の制御を撮像素子１０１自体の電荷蓄積時間制御で行う。
シャッタ羽根４４は撮像素子１０１への不要な入射光を遮蔽するために用いられる。若し
くは、撮像素子１０１により電荷蓄積の開始タイミングを制御し、シャッタ羽根４４によ
り電荷蓄積終了タイミングを制御するタイプにも適用できる。
【００７７】
　このような１組のシャッタ羽根で構成される場合にも、上述した実施形態と同様に、シ
ャッタ羽根の退避方向とは逆側に異物除去部材が退避できるようにカバー板３０に開口部
３０ａを形成する。この構成により、図１３（ａ）に示すように、シャッタ羽根４４が撮
影開口を遮蔽した状態でも、異物除去部材はシャッタ羽根４４と干渉することがない。異
物除去動作を開始する場合には、図１３（ｂ）に示すように、まずシャッタ羽根４４を下
方に退避させた後、図１３（ｃ）、図１３（ｄ）に示すように、異物除去部材を退避位置
から移動させてＬＰＦ１０４の表面上を走査させる。
【００７８】
＜第５の実施形態＞
　図１４を参照して、第５の実施形態を説明する。以下では、上記第１～４の実施形態と
異なる点を中心に説明し、同一の構成及び動作の説明は省略する。第５の実施形態は、上
記第２の実施形態と異物除去部材の構成が異なる。
【００７９】
　支持板１０８には、帯電部材２０１が取り付けられている。また、ＬＰＦ１０４の上方
には、帯電部２０２及び除電部２０３が配置されている。図１４（ａ）は異物除去動作前
の状態を示し、支持板１０８の一部がカバー板３０の先幕３１側の面を超えて突出するよ
うになっている。
【００８０】
　異物除去動作を開始すると、先幕３１を下方に退避させ、後幕３３を展開させることで
撮影開口を遮蔽する。次に、異物除去部材を退避位置から下方に移動させるが、異物除去
部材が帯電部２０２上を通過する際に、帯電部材２０１に電荷が蓄えられる（図１４（ｂ
））。そして、帯電部材２０１がＬＰＦ１０４の表面近傍を非接触で移動することにより
、ＬＰＦ１０４の表面に付着した異物を静電気力により吸引、除去する。
【００８１】
　異物除去部材がＬＰＦ１０４の下端に到達した後（図１４（ｃ））、モータ通電方向を
逆にすることにより、異物除去部材が上方に移動する。異物除去部材が除電部２０３上を
通過する際、帯電部材２０１から電化が除かれ、帯電部材２０１に付着していた異物が落
下する（図１４（ｄ））。尚、除電部２０３の周囲には、落下する異物を捕獲する粘着部
が設けられている。続いて、チャージして先幕３１で撮影開口を覆い、撮影待機状態とす
る。
【００８２】
＜第６の実施形態＞
　図１５及び図１６を参照して、第６の実施形態を説明する。以下では、上記第１～４の



(12) JP 4968942 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

実施形態と異なる点を中心に説明し、同一の構成及び動作の説明は省略する。第６の実施
形態は、上記第２の実施形態と異物除去部材の構成が異なる。
【００８３】
　支持板１０８には、板ばね部材３０２を介してワイパ３０１が取り付けられている。ま
た、ＬＰＦ１０４の上方には、除去部３０３、ＬＰＦ１０４の下方には粘着部３０４が配
置されている。図１５（ａ）は異物除去動作前の状態を示し、支持板１０８の一部がカバ
ー板３０の先幕３１側の面を超えて突出するようになっている。
【００８４】
　異物除去動作を開始すると、先幕３１を下方に退避させ、後幕３３を展開させることで
撮影開口を遮蔽する。次に、異物除去部材を退避位置から下方に移動させるが、異物除去
部材が除去部３０３上を通過する際に、ワイパ３０１に付着していた異物が除去される。
そして、ワイパ３０１がＬＰＦ１０４の表面上を移動するとき、ワイパ３０１が変形しな
がらＬＰＦ１０４の表面に接触する（図１５（ｂ））。支持板１０８とワイパ３０１との
間に板ばね部材３０２を介在させておき、ワイパ３０１が変形してもＬＰＦ１０４の表面
との接触状態が変わらないようにしている。ワイパ３０１はゴムで成形されたものであり
、植毛紙よりも剛性が高く、変形しにくい。したがって、ＬＰＦ１０４への圧力を一定に
するために、支持板１０８とワイパ３０１との間に、ワイパ３０１よりも弾性が低い板ば
ね部材を配置したものである。支持板１０８とＬＰＦ１０４との間隔が多少変化しても、
板ばね部材３０２が吸収し、ワイパ３０１をＬＰＦ１０４の表面に一定の圧力で接触させ
ることができる。
【００８５】
　異物除去部材がＬＰＦ１０４の下端に到達すると（図１５（ｃ））、ワイパ３０１が粘
着部３０４に接触し、ワイパ３０１に付着している異物が粘着部３０４により捕獲される
。その後、モータ通電を逆にすることにより、異物除去部材が上方に移動する。異物除去
部材が除去部３０３上を通過する際に、ワイパ３０１に付着していた異物が除去される（
図１５（ｄ））。続いて、チャージして先幕３１で撮影開口を覆い、撮影待機状態とする
。
【００８６】
　図１６は、本実施形態における異物除去部材の構成例を示す斜視図であり、（ａ）は異
物除去部材を分解した状態を示し、（ｂ）は組み立てた状態を示す。支持板１０８の曲げ
部に、複数の曲げ部を有する板ばね部材３０２が固定される。ゴム製のワイパ３０１は金
属板３１０に接着されており、板ばね部材３０２が伸縮変形可能なように板ばね部材３０
２の両端が金属板３１０にネジで固定される。
【００８７】
　尚、図１６には、横断面が波形状のワイパ３０１を示したが、ワイパの形状は図示した
ものに限定されるものではない。
【００８８】
　このように支持板１０８とワイパ３０１との間に弾性部材を介在させる構成により、拭
き残しを無くし、圧力を一定に保持するとともに、温度、湿度や作動回数による摩耗、変
形による圧力変動も緩和することができる。尚、上述した実施形態で説明した植毛部材１
０７を用いる場合にも、支持板１０８と植毛部材１０７との間に弾性部材を介在させても
よい。本発明の構成により、支持板１０８とワイパ３０１との間に弾性部材を介在させる
だけのスペースを確保できるようになり、従来よりも異物除去能力を向上させることがで
きる。
【００８９】
　尚、異物除去部材は上述した実施形態のものに限られず、光学部材の表面に沿って移動
することにより異物を除去するものであれば、光学部材の表面に接触するものでもよいし
、非接触のものでもよい。支持板１０８とＬＰＦ１０４の表面との間隔を十分確保できる
構成となっているので、光学部材の表面に付着した異物を除去する除去部材として、第１
～４の実施形態で示した植毛部材１０７、第５の実施形態で示した電気的な吸引力を働か
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せる帯電部材２０１、第６の実施形態で示したワイパ３０１以外にも考えられる。例えば
スポンジ、不織布、ゴム等でもよく、粘着ローラや回転ブラシ等でもよい。また、エア吹
き出し口を有するエア吹き出し装置としてもよい。更に、これらを複数組み合わせた異物
除去部材を構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】デジタル一眼レフカメラの内部構造を示す斜視図である。
【図２】デジタル一眼レフカメラの内部構造を示す斜視図である。
【図３】撮像素子ユニットの分解斜視図である。
【図４】撮像素子ユニットを組み立てた状態を示す斜視図である。
【図５】第１の実施形態における異物除去機構まわりの構成を模式的に示す図である。
【図６】シャッタユニットの分解斜視図である。
【図７】シャッタユニットを組み立てた状態を示す斜視図である。
【図８】異物除去動作中に撮影指示があった場合の動作シーケンスを示すフローチャート
である。
【図９】第２の実施形態における異物除去機構まわりの構成を模式的に示す図である。
【図１０】第２の実施形態における異物除去動作シーケンスを示すフローチャートである
。
【図１１】第３の実施形態における異物除去機構まわりの構成を模式的に示す図である。
【図１２】第３の実施形態における異物除去動作シーケンスを示すフローチャートである
。
【図１３】第４の実施形態における異物除去機構まわりの構成を模式的に示す図である。
【図１４】第５の実施形態における異物除去機構まわりの構成を模式的に示す図である。
【図１５】第６の実施形態における異物除去機構まわりの構成を模式的に示す図である。
【図１６】第６の実施形態における異物除去部材の構成例を示す斜視図である。
【図１７】従来技術による異物除去機構まわりの構成を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００９１】
　１０　ミラーボックス
　２０　シャッタユニット
　２１　シャッタプレート
　３０　カバー板
　３１　先羽根群（先幕）
　３２　中間板
　３３　後羽根群（後幕）
　４４　シャッタ羽根
　５０　メインフレーム
　１００　撮像素子ユニット
　１０１　撮像素子
　１０２　ベース板
　１０４　ＬＰＦ（ローパスフィルタ）
　１０７　植毛部材
　１０８　支持板
　１０９　モータアングル
　１１０　モータ
　１１１　リードスクリュ
　１１２　ガイドバー
　１１３　ガイドアングル
　１１４　ガイドバー
　１１５　駆動ガイド
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　１１６　ラック
　２０１　帯電部材
　３０１　ワイパ
　３０２　板ばね

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】
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